
参考資料１

国から地方への事務・権限の移譲等に係る国の推進体制について

○「地方分権改革推進本部」で政策を検討・決定

○「地方分権改革有識者会議」による調査・審議

○テーマごとに専門部会を設け、客観的な評価・検討

【 国の推進体制イメージ 】

地方分権改革推進本部

・設置根拠：閣議決定（H25.3.8 設置）

・所掌事務：地方分権改革の推進

・メンバー：内閣総理大臣（本部長）

内閣官房長官（副本部長）

地方分権改革担当大臣(副本部長) 地方分権改革有識者会議

その他の全閣僚 ・設置根拠：地 方 分 権 改 革 担 当 大 臣 決 定

（H25.4.5 設置）

・所掌事務：地方分権改革の推

進に関する施策に

ついての調査及び

審議

・メンバー：学識経験者、知事

市町長の９名

※「第３回地方分権改革有識者会議」 （座 長 : 神野 直彦 東大名誉教授 ）

（H25.5.15 開催）において、次の

２つの専門部会の設置を決定

・雇用対策部会（無料職業紹介関係等）

・地域交通部会（自家用有償旅客運送関係等） 専門部会Ａ 専門部会Ｂ ・・・
















































































































